
会社法改正により招集通知が 
原則電子化されます。
（電子提供制度の導入）

株主総会資料は、原則ウェブサイト上で
ご確認いただくことになります。

 開始時期
2023年6月開催予定の当社第99回定時株主総会より

 主な変更点
•  ウェブサイトへのアクセス方法等を記載した招集通知 
（ウェブサイトのご案内）をお送りします。
•  株主総会資料一式はウェブサイトにて閲覧できます。
※ 議決権行使書は、従来通りお送りします。

 当社の対応 
2023年6月の当社の株主総会資料につきましては、株主様のより一層の
ご理解を促すために、招集通知（ウェブサイトのご案内）に加えて一部 
またはすべての資料を書面でお送りする可能性がございます。
当社の電子提供制度への対応につきましては、決定次第、
当社HPにて随時ご連絡いたします。

 https://www.smtb.jp/personal/procedure/agency/kaisyahou 
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証券会社

書面交付請求の受付には
期限があり、2023年3月末日までに

お申し出が必要です。

証券会社 
に申請

パターン1

株主総会資料一式を書面でお届け

株主名簿管理人
に申請

パターン2

株主様

! ご注意 一連のお手続きには費用がかかる場合があります。
なお、書面交付請求は一定期間経過後に失効することがあります。

電子提供制度・書面交付請求等に関する
お問い合わせ先
三井住友信託銀行 証券代行部
〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目8番4号

 フリーダイヤル 0120-533-600
（受付時間：9：00–17：00 土日休日を除く）

インターネットのご利用が 
困難な株主様へ

書面で受領するためのお手続き（書面交付請求）のご案内

Q.「書面交付請求」とは？

Q.  お手続き方法は？ 

インターネットを利用することが困難な株主様を保護 
するためのお手続きです。お申し出いただいた株主様 
には、株主総会資料一式を書面でお送りします。なお、 
書面交付請求を行わなくとも、ウェブサイトのご案内を 
記載した招集通知はお送りします。

当社の口座を開設している証券会社、または、株主 
名簿管理人（三井住友信託銀行）にご申請ください。


